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令和６年１０月２２日 

 

東京都品川区南大井六丁目２５番３号 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

代表取締役 丸山 顕 

 

 

吸収合併に関する事前開示事項 

 

当社と合同会社エイチ・ディ・マネジメント（本店所在地 東京都品川区南大井六丁目２５

番３号。以下「エイチ・ディ・マネジメント」という。）との合併（以下「本合併」という。）

につきまして、会社法第７９４条第１項及び会社法施行規則第１９１条の規定により開示す

べき事項は、以下のとおりです。 

 

１． 吸収合併契約の内容 

別紙１の合併契約書記載のとおりです。 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項 

当社は、エイチ・ディ・マネジメントの持分全部を保有しているため、当社は、エイ

チ・ディ・マネジメントとの合併に際して、エイチ・ディ・マネジメントの社員に対し

て、その持分に代わる対価を交付しません。また、本合併により、当社の資本金及び準

備金の額は、増加しません。 

 

３． 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

エイチ・ディ・マネジメントは、新株予約権を発行していないため、該当事項はあり

ません。 

 

４． 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

エイチ・ディ・マネジメントの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙２のとおりで

す。 

 

５． 吸収合併消滅会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 
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６． 吸収合併存続会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当事項はありません。 

 

７． 本合併の効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

当社の最終事業年度末日現在の貸借対照表における資産の額は、負債の額を十分に上

回っており、本合併後においても、当社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込み

です。 

また、本合併後の当社の業績及びキャッシュフローも順調に推移する見込みです。 

よって、当社が負担する債務については、本合併の効力発生日以後においても、履行

の見込みがあると判断しております。 

以上



 

 

別紙１ 

吸収合併契約書 

 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ（以下「甲」という。）及び合同会社エイチ・デ

ィ・マネジメント（以下「乙」という。）は、以下のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）

を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社と

して、吸収合併（以下「本合併」という。）をする。 

 

第２条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に定めるとおりである。 

（１） 甲（吸収合併存続会社） 

商号：株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

住所：東京都品川区南大井六丁目２５番３号 

（２） 乙（吸収合併消滅会社） 

商号：合同会社エイチ・ディ・マネジメント   

住所：東京都品川区南大井六丁目２５番３号 

 

第３条（本合併に際して交付する金銭等に関する事項） 

甲は、乙の唯一の社員であるため、本合併に際して、乙の社員に対して、その有する持分に代

わる金銭等の交付は行わない。 

 

第４条（資本金及び準備金等の額に関する事項） 

本合併に際して、甲の資本金及び準備金の額は増加しない。 

 

第５条（合併契約の承認等） 

１ 甲は、会社法第７９６条第２項の規定により、本契約につき株主総会の承認を得ることなく

本合併を行う。 

２ 乙は、会社法第７９３条第１項の規定により、総社員の同意を得たうえで、本合併を行う。 

 

第６条（効力発生日） 

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、令和７年１月１日とする。

ただし、本合併の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙が協議し



 

 

合意のうえ、これを変更することができる。 

 

第７条（会社財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結日後効力発生日に至るまでの間、それぞれ善良なる管理者としての注

意をもってその業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を

及ぼすおそれのある行為については、予め甲及び乙が協議し合意のうえ、これを行う。 

 

第８条（本契約の条件の変更及び解除） 

本契約締結日後効力発生日に至るまでの間において、本合併の実行に重大な支障となる事態が

生じた場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は協議し合意のうえ、

本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第９条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲及び乙が協議し

合意のうえ、これを定める。 

 

本契約締結の証として、本契約書１通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、甲が原本を、乙

がその写しを保有する。 

 

令和６年１０月１８日 

 

     甲 東京都品川区南大井六丁目２５番３号 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

代表取締役 丸山 顕 

 

 乙 東京都品川区南大井六丁目２５番３号 

合同会社エイチ・ディ・マネジメント 

代表社員 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 

職務執行者 長井 啓 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙２

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


